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速報第２１９８号 ２５年２定 質 笹田 浩 議員
Ｈ25. 7. 3発行 道議会における質疑・質問及び答弁要旨 予算特別委員会 問 民主党・道民連合
総 務 課 扱 ７月 ２日 者 （渡島総合振興局）

質 疑 ・ 質 問 答 弁 担 当 課

一 道立高等学校の統廃合による校舎等の利活用の
状況について

（一）道立高等学校の閉校の状況と利活用の状況に （施設課長） 施 設 課
ついて 道立高等学校閉校後の利活用の状況などについてで

まず、道立学校の統廃合による校舎等の利活用に ございますが、公立高等学校配置計画に基づき、募集
ついていくつか伺って参ります。道内の各地域にお 停止や再編により閉校となった道立高等学校は、平成
いても、人口減少や少子化が進行して、公立高等学 ６年３月３１日に閉校となった旧夕張北高等学校をは
校配置計画に基づく、道立高等学校の統廃合が進ん じめとして、現在まで、３９校となっている状況であ
でいます。市町村も同様に、統廃合が進んでいる状 ります。
況であります。まず、道立高等学校の閉校の状況と これら３９校のうち、特別支援学校など、道立学校
利活用の状況についてお伺いします。 として使用しているものが６校、知事部局へ所管換し
公立高等学校配置計画に基づいて、再編や募集停 たものが１校、地元市町村が小・中学校や生涯学習施

止により閉校となった、過去２０年程度の道立高等 設等として利用しているものが２１校、学校法人や民
学校の数とそれらの校舎等の利活用の状況について 間事業者へ売却や長期貸付しているものが４校、更地
お伺いをいたします。 として売却を予定しているものが２校であり、残り５

校につきましては、現在、利活用が決まっていない状
況です。

（二）未利用学校となっている原因と対策について （施設課長） 施 設 課
では、未利用学校となっている原因と対策につい 未利用となっている原因と対策についてでございま

てお伺いをします。平成６年３月３１日に廃校とな すが道教委では、これまでも、知事部局を含め道とし
った旧夕張北高等学校から現在まで、３９校の道立 て活用の検討を行うほか活用が難しい場合には、地元
高等学校が閉校となっていますが、その内、未利用 市町村へ学校施設等に活用できる予定がないか照会を
となっている学校が５校ということであります。そ 行うなどして、有効な活用が図られるよう努めてきた
の原因と対策についてお伺いいたします。 ところでございます。

未利用になっている５校のうち２校につきまして
は、現在、地元市町村と利活用について協議を進めて
いるところであり、残りの３校につきましては、道立
施設や市町村において利活用方法がない状況にありま
すことから、道教委や文部科学省のホームページにお
きまして、購入希望を募るなど、広く民間等への処分
についても検討しております。

（三）道立高等学校の統廃合による校舎等の利活用 （総務政策局長） 施 設 課
の状況について 移管校の扱いについてでございますが、道教委とい

未利用になっている残り３校について努力してい たしましては、市町村立学校から道立学校へ移管した
るということでございますが、貴重な道有財産であ 学校が閉校となり、地元市町村において、公共目的の
りますし、しっかりと活用できるようにさらなる努 学校施設等として活用する場合につきましては、市町
力をしていただきたいと思います。 村へ譲与することとしておりまして、その際、地元市
次に、移管校の市町村への譲与と整備についてお 町村の意向をお聞きしながら、転用後の施設が十分活

伺いします。市町村からの移管校となった道立高等 用できますよう、ライフラインの点検整備や、建物の
学校は、当該市町村へ譲与することができるという 機能回復を図るための補修などを行ってきたところで
ふうに聞いておりますが、これについてはどの様に ございます。
対応しているのか、また、市町村や地域からの意見 今後におきましても、転用後の施設が地元において
の聴取などについてはどのように、行っているのか、 有効に活用できますよう地元市町村と十分協議を行っ
お伺いいたします。 て参りたいというふうに考えております。

（意見）
ぜひそのように十分地元が有効に活用できるよう

に、また、校舎や土地だけではなく公宅などについ
ても利活用の対象となると思いますので、出来るだ
け早い時期から、地元としっかりと協議をしていた
だきたいと思います。

二 小中連携、一貫教育の取組について
次に小中連携、一貫教育の取組について、お伺い

をいたします。小・中学校も少子化や行革、さらに
耐震化などの整備の影響もあって、統廃合や改修が
今進んでいる状況にあります。市町村の財政が本当
に厳しい状況下であっても、この部分については、
優先的に取り組んでいる市町村が多い状況だという
ふうに認識をしています。この傾向は、新しい学校
づくりの在り方を検討するチャンスでもあるのでは
ないかというふうに思います。
その一つの方法として、小・中学校間の連携、も

しくは一貫教育の導入があるというふうに思います
が、昨年７月に「小中連携、一貫教育に関する主な
意見等の整理」というのが文科省から通知されたと
いうふうに承知をしています。そこで以下質問して
まいりますけれども。
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質 疑 ・ 質 問 答 弁 担 当 課

（一）小中連携、一貫教育の目的、期待される効果 （義務教育課長） 義務教育課
について 小中連携などについてでございますけれども、小中

まずはじめに、小中連携、一貫教育の目的、期待 連携や、小中一貫教育の目的は、いずれも９年間の学
される効果についてお伺いをいたします。 習活動の系統性を確保しまして、義務教育の目的・目

標に掲げる資質や能力、態度などをよりよく養えるよ
うにしていくことでございますけれども、小中連携は、
小・中学校が互いに情報交換、交流することを通じま
して、小学校教育から中学校教育への円滑な接続を目
指す様々な教育をさしており、小中一貫教育は、この
うち、小・中学校が協力して９年間を通じた教育課程
を編成し、それに基づき系統的な教育を行うものでご
ざいます。
また、期待される効果につきましては、学力向上な

ど学習指導上の効果、いじめや不登校の減少、規範意
識の向上など生徒指導上の効果、教職員の指導力の向
上などがあるものと認識しております。

（二）小中連携、一貫教育の取組状況や具体的な内 （義務教育課長） 義務教育課
容について 道内の取組状況についてでございますが、小中連携

では次に、道内における小中連携、一貫教育の取 は、平成２３年度、９割以上の小・中学校で取り組ま
組状況や具体的な内容についてお伺いをいたします。 れており、その内容は、子どもの学習や生活について

の情報交流を行っている学校が、小学校で約８割、中
学校で約９割、相互に授業参観を行っている学校が、
小学校で約８割、中学校で約９割となっております。
また、一貫教育につきましては、本道では三笠市が、

国の教育課程特例校の指定を受けまして、小中共通の
学校教育目標を設定しまして、たとえば、小学校第１
学年からの英語教育、小学校第３学年からの系統的な
ふるさと学習である「地域科」、教員相互の乗り入れ
授業や小・中学校の合同授業、合同研修などに取り組
んでいるところでございます。

（三）成果と課題について （義務教育課長） 義務教育課
状況、内容については、今お聞きいたしましたが、 成果と課題についてでございますが、小中連携や一

それでは、そうした取組において、どのような成果 貫教育に積極的に取り組んでいる学校からは、子ども
と課題があるのかお聞きいたします。 の学習意欲や学力が向上したこと、継続性のある生徒

指導により、中学生の不登校が減少したこと、小中の
学習内容の関連を意識した指導が展開されるようにな
ったことなどの成果が報告されております。
また、課題といたしましては、教育委員会としての

方針を策定している市町村が２割弱、小中合同の組織
を設置している学校が２割弱、小中合同の研修会を実
施している学校が２割から３割程度であることなど、
市町村や学校によって取組に差が生じている状況がご
ざいます。

（四）今後の取組について （教育長） 義務教育課
小・中学校が連携して取り組むことというのは、 小中連携等の今後の取組についてでございますが、

当然、学力向上、いじめ、不登校対策など様々な教 児童生徒に対する一貫性のある教育を行うことは、学
育効果があるものと私も受け止めてますし、成果も 力向上の面からも、また、不登校やいじめの未然防止
報告されているということですから、今後、小・中 の面からも意義あるものと考えておりますが、先ほど
学校が連携した取組を一層推進するということが求 担当課長から申し上げましたように、道内の取組には
められているというふうには思います。ただ、答弁 差が見られるところでございます。
では、小・中学校で９割以上取り組んでいるとして、 道教委では、平成２３年度から、「小・中学校ジョ
しかし反面では、方針策定されているのが２割弱、 イントプロジェクト」を開始しまして、小・中学校４４
組織もない、研修もしていない、２割ぐらいずつし 校を指定し、道内外の先進事例も踏まえつつ、合同研
かしていないと相反する状況となっているのもわか 修の実施や相互乗り入れ授業を行い、小・中が連携し
りました。私としては、連携はまだまだ不十分なん て、基礎学力の保障や望ましい生活リズムの定着など
じゃないかなというふうに判断をさせていただきま に取り組んできております。
す。そこで、道教委では、今後どのようにこれを取 今後は、市町村教育委員会のより積極的な取組を促
り組むのか最後に教育長の考えをお聞かせくださ 進するため、先ほど申し上げましたジョイントプロジ
い。 ェクトで作成された指導計画や小中連携チェックリス

トの活用を働きかけるなど、小・中学校間で一層円滑
な接続が図られますよう指導助言を行ってまいる考え
でございます。

（指摘）
小中連携なんていうのは、たぶん道教委の指導助

言の基本中の基本なんだというふうに思います。し
かし、確実に学力向上、いじめ、不登校対策など様
々な効果があるというのも事実でありますから、原
点に帰って、今おっしゃられました小・中学校ジョ
イントプロジェクトなど、こういうものをしっかり
と取り組んでいただくことをお願い申し上げまして
質問を終わります。


